
国保は、被用者保険に属さないすべての人を対象としている
ため、高齢者や職についていない人が集中するという構造的
な問題を抱えています。

国保は、被用者保険と比較すると、高齢者が多いなどの理由
から、一人当たりの医療費が高く、加入者の所得額に対する
保険料負担率が著しく高くなっています。

１ 国保制度の現状と課題

医療保険制度改革に関する意見書

◎ 国保の構造的問題

（概要版）
平成 17年 4月 全国市長会



本来、国保の運営は、保険料と国庫負担金で賄われるべきです
が、保険料率は既に限界に達しているため、多くの市町村では、
やむを得ず一般会計から国保特別会計に巨額の繰入れを行い、
財政破綻を凌いでいる実態にあります。

◎一般会計からの巨額の繰入れ

一般会計繰入金の年次推移（市町村分）

平成1５年度における赤字繰入額は、全国ベースで約３，８３０億
円に達しています。
それにもかかわらず、単年度収支で見た場合、国保全保険者の
うちの約４分の３が、一般会計からの繰入れを行っても、なお赤字
となっています。

(単位：億円)



給付と負担の公平を図り、安定的で持続可能な医療保険制度を
構築し、将来にわたって国民皆保険体制を維持するためには、
「国を保険者とし、すべての国民を対象とする医療保険制度へ
の一本化」を実現する必要があります。

２ 医療保険制度の一本化

☆ 全国市長会としては、平成15年３月に閣議決定された医療保険制度体系等に
関する基本方針の趣旨を、上記「医療保険制度への一本化」に至る道筋と位置
付けています。

☆ 国が検討している高齢者医療制度のうち、75歳以上の後期高齢者については、
新たな保険者を国が担うのであれば、「医療保険制度への一本化」に至る道筋
と位置付けられないこともありません。

☆ 現在、国保・介護保険の両保険者として、極めて深刻な財政運営に直面してい
る市町村が、第三の保険として後期高齢者医療制度の保険者を担うことは到底
困難です。

4 一本化が実現するまでの間の財政調整

医療保険制度の一本化を直ちに実現することが困難であるとす
るならば、国は、将来の一本化を見据えつつ、以下の諸方策を
講じることを提案します。

3 市町村が後期高齢者医療制度の保険者を担うこと
は到底困難

当面の措置として、現行の組織の枠組みを維持しながら、一本
化の理念である「公平な給付と負担」の実現を図るべく、制度
間の財政格差を是正するための財政調整の仕組みを導入する必
要があります。



財政調整の仕組みの導入に当たっては、保険者の責任に帰
さない「年齢構成」と「所得状況」を調整の要因とします。

◎ 財政調整の要因

☆年齢構成の違いから生じる保険給付費の格差や、保険料負担能力の違いから生
じる保険料収入の格差は、各保険者の自助努力で解消できるものではないため、
財政調整を行うこととします。

☆なお、財政調整の仕組みの導入に当たり、国保における財政調整措置の整理・
拡充を図るとともに、国保保険料（税）の賦課方式等の統一化に向けて見直し
ていく必要があります。

国民医療費は、高齢者医療費を中心として大幅な増加が見込
まれることから、より実効性のある医療費の適正化策を検討
する必要があります。

７ 医療費の適正化

5 国保の財政基盤強化のための緊急措置

６ 低所得者対策

国は、 国民が等しく必要な医療を受けられる国民皆保険体制を
維持する責任を有していることから、 国保制度の危機脱却を図る

ため、緊急措置として、既存の財政基盤の大幅な拡充、国保の安
定的運営のために行っている一般会計からの繰入れに対する財
政措置等、国保の財政基盤強化のための抜本的な対策を講じる
必要があります。

近年の低所得者の増加は、国保財政に極めて深刻な影響を与
えています。この問題は、保険者の責任によるものではないこと
から、 国は、 低所得者対策確立のための方策を検討・推進し、
財政措置を講じ、国保の基盤強化を図る必要があります。


